
施設等利用費（償還払い）の請求について 

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ 

子育て援助活動支援事業（ファミサポ） 

 
幼児教育・保育の無償化による施設等利用費については、一度施設にお支払いいただき、後日市か

ら保護者へ返還となります。提出書類・提出期限等については以下のとおりとなっております。 

 

 提 出 書 類                                   
  

① 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 ※１、２ 

② 施設等利用費請求書（償還払い用）※３、４ 

※１ 領収証兼提供証明書は施設が発行します。また、施設代表者の押印が必須です。 

※２ ファミサポの利用料については、領収証兼提供証明書ではなく、提供会員が発行す

る活動報告書（原本）を添付してください。 

※３ 請求書の様式は市 HP からダウンロード又は施設でお受け取り下さい。   

※４ 記入方法については、次ページ以降の記入例をご覧ください。 

 

 提 出 期 限 ・支 払 い な ど                                   
下表のとおり、支払いは年４回です。利用月の区分どおりに請求してください。請求が遅れた場合は、

次の区分で請求してください（１枚の請求書で３か月分の請求が可能）。 

※書類提出期限が土日祝の場合は翌営業日とします。受付時間は９時～１７時３０分 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 提 出 先                                    
●認可外保育施設・一時預かり事業を利用する場合は利用している施設にご提出ください。 

●病児保育・ファミサポを利用する場合は、施設でとりまとめを行っておりません。提出期間

（4・7・10・1 月）に、枚方市役所 私立保育幼稚園課まで直接ご提出ください。また、認可外保育

施設については、とりまとめを行っていない施設もありますので、利用施設にお問い合わせください。  

 

区分 利用月 提出期間 支払日 

① ４・５・６月 ７月１日～15日 8月末日 

② ７・８・９月 10月１日～15日 11月末日 

③ 10・11・12月 １月１日～15日 2月末日 

④ １・２・３月 ４月１日～15日 5月末日 

請求書は、利用してから２年以内にご提出を！ 

幼児教育・保育の無償化による施設等利用費を請求する権利は、施設・事業の利用

月の翌月１日から２年を経過すると、時効により消滅します。 

請求期限より後に市が受理した場合は、お支払することができません。請求期限の

迫った請求書は、上記提出期間にかかわらず、早急に市へ直接ご提出ください。 

（例）令和５年１０月利用分の請求期限：令和７年１０月３１日（金） 



※提出の際は個人情報ですので、封筒に入れて提出して下さい。 

※請求期間に利用した認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミサポ利用分を全て

合算し、１枚の請求書で請求してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもて 
記入例 

請求する月をご記入ください。 

利用月の翌月１日から２年を経過すると、

請求する権利は時効により消滅します。 

 

認定対象のお子さんごとの請求ですので、

兄弟姉妹分を請求する場合は、お子さん

ごとに請求書が必要です。 

１．認定保護者（請求者）は、認定通知書に記載の保護者名としてください。 

また、３．振込先口座の口座名義は１．認定保護者と同一としてください。 

１．認定保護者や３．振込先口座名義を、認定通知書に記載の保護者名と

する場合には、別紙様式の委任状が必要です。 

 

１．認定保護者（請求者）の氏名欄には自署での署名または、記名押印を 

してください。自署でない場合は押印が必要です。 

３．振込先口座は、初めて請求する場合には「新規」にチェックし、振込先口座を記入してください。 

振込先口座はお子さんごとに設定が必要です。兄弟姉妹で過去に請求があった場合でも、２．認定こども

で初めて請求する場合には、「新規」で記入をお願いします。 

１．認定保護者や３．振込先口座名義を、認定通知書に記載の保護者名とする場合には、別紙様式

の委任状が必要です。お子さんの口座を振込先に設定することはできませんのでご注意ください。 

※前回の振込口座と同じ場合は必ず「継続」にチェックしてください。振込口座の記入は不要です。 

「継続」にチェックがない場合、支払日に支払いできない場合があります。 

※ゆうちょ銀行を振込先に指定する場合には、必ずゆうちょ銀行のホームページなどから振込用の【店名・預

金種目・口座番号】を調べ、記載するようにしてください。 

請求期間内とは、請求の最初の月の初日～請求の最後の月の最終日です。 



 

 

 

 

 

う ら 
記載する金額は、領収証兼提供証明書（次ペ

ージ参照）の【特定子ども・子育て支援利用料の

内訳】の金額です。 

 

請求期間内に利用した認可外保育施設・

一時預かり事業・病児保育・子育て援助

活動支援事業は全て１枚の請求書に 

記載して請求します。 

月額上限額（ｄ）は 

新２号認定 37,000 円 

新３号認定 42,000 円 です。 

 

４．で記載された（各施設の月額利用料＝特

定子ども・子育て支援利用料の内訳）のうち、 

認可外保育施設分の月額合計＝（a）に 

一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支

援＝（b）に記入してください。 

 



 

 

 

 

《問い合わせ先》 

枚方市 子ども未来部 私立保育幼稚園課 

TEL：072-841-1471（直通） FAX：072-841-4319 

住所：〒573-8666 枚方市大垣内町２丁目１番２０号 

元年 月から令和 元 年 月分）として

（下記①の合計額）

【特定子ども・子育て支援利用料の内訳】

【特定子ども・子育て支援利用料以外の領収金額】

12ただし、特定子ども・子育て支援利用料（令和 10

円12 月

　日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通
園送迎費、キャンセル料、入園料等として

500

1,000

1,000

月

11 月

円

円

10 月

11 月

12 月

10

①

10,000 ①

10,000 ①

円

円

円

特定子ども・子育て支援
利用料の領収金額 25,000 円

　当該月分の利用料（保育料）として

5,000

認定
保護者氏名

フリガナ ﾋﾗｶﾀ　ｵﾔﾀﾛｳ 認定子どもとの続柄

氏名 枚方　親太郎 子どもの（ 父 ）

第３号

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の利用料

認定
子ども氏名

フリガナ ﾋﾗｶﾀ コタロウ 法第30条の４の認定種別

氏名 枚方　小太郎 □ 第１号 ☑ 第２号 □

【特定子ども・子育て支援利用

料の内訳】の金額を請求書に

転記して下さい。

園発行 領収証兼提供証明書は施設代表者の押印が必須です。 


